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令和２年度内閣府防災部門 

予算案 



 南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応、首都直下地震の防災・減災対
策、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策、相模トラフ沿いの巨大地震等による
長周期地震動、帰宅困難者対策等の地震対策を検討・推進する。

 火山専門家の育成や火山監視観測・調査研究体制の整備、広域噴火災害対策、突発噴
火時の緊急避難対策等の火山災害対策を検討・推進する。

 首都圏等における大規模水害時の住民避難や、水害・土砂災害からの住民の主体的
な避難行動の促進に係る検討を行う。

 事前防災・減災推進のため、地震・津波防災に係る国民運動の推進、防災スペシャ
リストの人材育成、訓練の充実等を図る。

内閣府防災部門予算案のポイント
令和２年度予算案 ８，１８５百万円

（前年度予算額 ８, １７６百万円）

（内訳）○災害予防 １，１２４百万円 （１，０８６百万円）
○災害応急対応 １，３２６百万円 （１，３２６百万円）
○災害復旧・復興 ５，２５５百万円 （５，２９２百万円）
○その他 ４８０百万円 （ ４７２百万円）

災害予防

・地震対策の推進 ２３０百万円（２３０百万円）
・土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進 ６６百万円（６２百万円）
・防災を担う人材の育成、訓練の充実 ２１０百万円（１８９百万円） 等

 総合防災情報システムの保守・運用や、中央防災無線網の維持管理等を行う。

 大規模災害時に被災情報や避難所の情報などを集約・地図化し提供して、地方公共
団体等の災害対応を支援する現地派遣チーム（ＩＳＵＴ）の機能強化等、災害対応
業務の標準化を推進する。

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する応急対策活動の具体計画策定のための
調査・検討や、船舶を活用した医療機能の実証訓練等を行う。

災害応急対応

・総合防災情報システムの保守・運用 ３１４百万円（２９０百万円）
・災害対応業務標準化の推進 ２９百万円（２５百万円） 等

 避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組の検討や、災害関連死の取組検討
調査を行う。

 災害救助法、被災者生活再建支援法等に基づく各種補助等を行う。

災害復旧・復興

・災害救助費等負担金 ４，２８０百万円（４，３１０百万円）
・被災者生活再建支援金補助金 ６００百万円（６００百万円） 等

その他

・一般事務処理経費等 ２２９百万円（２２１百万円） 等
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前年度
予算額

２年度
予算案

対前年
増△減額

○ 災害予防 1,086 1,124 39

地震対策の推進 230 230 0

火山災害対策の推進 171 172 1

土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進 62 66 4

防災計画の充実のための取組推進 10 10 0

実践的な防災行動の定着に向けた国民運動の推進等 376 373 △ 3

防災を担う人材の育成、訓練の充実 189 210 21

社会全体としての事業継続体制の構築推進 33 33 0

防災ボランティア連携促進 15 29 15

○ 災害応急対応 1,326 1,326 0

中央防災無線網の整備・維持管理等 826 780 △ 46

立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等 104 110 6

災害対応業務標準化の推進 25 29 4

南海トラフ地震等に関する応急対策活動の具体計画の実効性検証 70 83 12

防災情報の収集・伝達機能の強化 301 324 23

○ 災害復旧・復興 5,292 5,255 △ 37

被災者支援に関する総合的対策の推進 23 31 9

被災者支援・復興対策の推進 69 54 △ 15

被災者生活再建支援金補助金 600 600 0

災害救助費等負担金 4,310 4,280 △ 30

災害弔慰金等負担金 140 140 0

災害援護貸付金 150 150 0

○ その他 473 480 7

特定地震防災対策施設運営費補助金 251 251 0

その他一般事務処理経費等 221 229 7

8,176 8,185 9

（注） １．四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

上記予算案には、内閣官房にて一括計上される総合防災情報システムの整備等（２９３百万円）が含まれている。

※復興庁一括計上（東日本大震災分）として、被災者生活再建支援金補助金１０１億円及び災害救助費等負担金等５４億円

予算案

災害発生時の対応の強化・推進 146

中央防災無線網設備の整備 56

災害対策本部予備施設の改修 69

総合防災情報システムの整備等 397

668

（単位：百万円）

区 分
（主要事項名）

合　計

合　計

令和２年度内閣府防災部門　予算案

（単位：百万円）

区 分
（主要事項名）

【参考】　令和元年度補正予算案
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令和２年度予算案における内閣府防災の重点事項 

Ⅰ 地震対策の推進 

 甚大かつ広域な被害を及ぼすおそれのある大規模地震について、総合的な防災対策の検

討を行う。

（令和２年度予算案）２３０百万円 （令和元年度予算 ２３０百万円）

（主な施策）

○南海トラフ地震における更なる被害の軽減を図るため、課題解決に向けた検討を行う。

○首都直下地震に係る各施策の進捗状況や社会情勢の変化を踏まえ、更なる被害軽減のた

めの防災対策の検討を行う。

○日本海溝・千島海溝沿いで想定される最大クラスの地震動・津波に対する防災対策につい

て検討を行う。

Ⅱ 火山災害対策の推進 

 火山防災体制を強化するための施策を推進する。

（令和２年度予算案）１７２百万円 （令和元年度予算 １７１百万円）

（主な施策）

○広域噴火災害対策について、自治体等の応急対応の具体化に当たっての検討を行う。

○突発噴火時の緊急避難対策を推進するため、集客施設等における避難確保計画作成の支

援等を行う。

Ⅲ 土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進 

 住民の主体的な避難行動を促すための検討等を行う。

（令和２年度予算案）６６百万円 （令和元年度予算 ６２百万円）

（主な施策）

○近年の豪雨災害を踏まえ、住民の主体的かつ早期の避難行動を推進するうえでの課題や

必要な方策の検討等を行う。

○大規模水害時の広域避難の在り方に係る検討を行う。

Ⅳ 被災者支援に関する総合的対策の推進 

 避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組等について検討する。

（令和２年度予算案）３１百万円 （令和元年度予算 ２３百万円）

（主な施策）

○指定避難所となる施設の防災機能の調査等を行う。

○災害関連死の取組に関する検討を行う。

Ⅴ ＩＣＴの活用による官民の情報共有 

ＩＣＴの活用により関係者が体系的に状況把握するための情報共有の仕組みとして、Ｉ

ＳＵＴの機能を強化する。

（令和２年度予算案）２４百万円（令和元年度予算 １５百万円）

（主な施策）

○被災情報や避難所の情報などを集約・地図化して提供し、地方公共団体等の災害対応を支

援する現地派遣チーム（ＩＳＵＴ）の活用モデルを作成し、マニュアルとして整理する。 

Ⅵ 防災体制の充実・強化（機構・定員） 

 災害を通じて得られた教訓を踏まえ、我が国の災害対応がより効果的なものとなるよう、

人員・組織の拡充を図る。 
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United States Geological Survey H.P., 
Photo by Chris Newhall, 1984.
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令和２年度内閣府防災部門 

税制改正概要 



①地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置の拡充・延長

[拡充・延長]

＜税目＞（地方税）固定資産税

背景・目的 

地震による甚大な被害を防止・軽減するためには、行政だけでなく事

業者、地域住民等を巻き込んだ総合的な地震防災対策を強力に推進する

必要があり、対象地域の事業者が緊急地震速報受信装置等を整備するこ

とにより、事業者自体の被害の軽減を図るとともに、当該事業者が行政

による災害初動期の応急対策活動を補完することが重要である。 

現行制度の概要 

地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域及び日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の不特定多数の者が利

用する施設等地震防災上の措置が必要な施設・事業等の管理・運営を行

う個人・法人が、緊急地震速報受信装置等の地震防災対策用資産を取得

した場合の固定資産税の課税標準を 2/3 とする。 

要望結果 

 首都直下地震緊急対策区域を対象地域に加えるとともに、地震防災対

策強化地域を除外した上で、適用期限を３年間延長し、令和５年３月 31

日までとする。 

＜国土交通省（気象庁）と共管＞ 

内閣府(防災担当)主要望
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②防災街区整備事業に係る事業用資産の買換特例等の拡充・延長

[拡充・延長]

＜税目＞（国税）所得税、法人税

背景・目的 

地震時等に著しく危険な密集市街地において、防災街区整備事業を強

力に促進することにより、当該密集市街地の防災に関する機能の確保と

土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって都市の安全性の向上を図る。 

現行制度の概要 

個人又は法人が、所有する事業用資産を耐火建築物などを建築するた

めに譲渡し、防災街区整備事業の保留床を取得し事業の用に供した場合、

譲渡価額のうち買換資産の取得価額を限度に、譲渡益の 80％について課

税を繰り延べることができる。 

要望結果 

適用期限を令和３年３月 31 日まで延長し、譲渡資産に係る要件につ

いて、「耐火建築物」又は「準耐火建築物」と同等以上の延焼防止性能を

有する建築物を追加。 

※なお、特例措置の対象について、延焼危険性の指標である不燃領域率が 40％に満た

ない危険密集市街地に限定。

＜国土交通省と共管＞ 

以降、内閣府(防災担当)従要望
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③首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した鉄道施

設に係る課税標準の特例措置の延長 [延長]

＜税目＞（地方税）固定資産税

背景・目的 

首都直下地震や南海トラフ地震については、その切迫性や被害の影響

度の観点から、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっているため、

平成 25 年４月に、鉄道施設の耐震補強の実施について努力義務を課す

省令を施行し、令和４年度を目標年度として、耐震化を促進していると

ころである。このような背景のもと、既存制度を延長をすることで、鉄

道施設の耐震補強を推進し、地震時における鉄道利用者の安全確保等を

図る。 

現行制度の概要 

首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等に

おいて、耐震対策により取得した以下の鉄道施設に係る固定資産税の課

税標準を最初の５年間 2/3とする。 

・緊急輸送道路と交差・並走する路線における橋りょう、高架橋、トン

ネル

・片道断面輸送量が１日１万人以上の路線におけるロッキング橋脚を有

する橋りょう

要望結果 

適用期限を２年間延長し、令和４年３月 31日までとする。 

＜国土交通省と共管＞ 
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④地域データセンター整備促進税制の延長 [延長]

＜税目＞

（地方税）固定資産税 

背景・目的 

 今後も増加が見込まれている地域の IoT データ及び官民データの蓄

積・活用並びに東京圏に集中しがちなデータやトラヒックの分散化を図

り、地域内での情報の流通を円滑化するとともに、耐災害性を向上させ

るため、データセンターを全国に整備することが必要である。 

現行制度の概要 

 地域のデータセンターを整備するものとして、特定通信・放送開発事

業実施円滑化法（平成２年法律第 35 号）に基づいて総務大臣から認定

された実施計画に従って取得し、事業の用に供した電気通信設備（サー

バー、ルーター・スイッチ、電源装置等）のうち、 

・首都直下地震緊急対策区域以外の地域に整備するもので、専ら同区域

内のデータセンターのバックアップを目的とする一定の設備に限り、

固定資産税の課税標準の特例を受けることを可能とする。

要望結果 

  適用期限を２年間延長し、令和４年３月 31 日までとする。 

＜総務省と共管＞ 
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⑤浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長 [延長]

＜税目＞（地方税）固定資産税

背景・目的 

 近年、集中豪雨等による浸水被害が多発しており、特に地下街等は、 

浸水スピードが速く閉鎖的であり、人命に対するリスクが大きいこと等

から、避難確保や避難確保のための浸水防止を図ることが不可欠である。

また、平成 30 年には、変電所の浸水や配電設備の被害による停電を伴

う風水害が発生した（平成 30年７月豪雨、台風第 21 号）。 

現行制度の概要 

 浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が、水防法で規定する

避難確保・浸水防止計画に基づき取得する浸水防止用設備（防水板、防

水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機）について、最初の５年間、課税

標準を 1/2～5/6 の範囲内で市町村の条例で定める割合とする。 

要望結果 

適用期限を３年間延長し、令和５年３月 31日までとする。 

＜国土交通省と共管＞ 
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⑥既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに

係る特例措置の延長 [延長]

＜税目＞（地方税）固定資産税

背景・目的 

性能向上リフォームを推進することで、耐震性等に優れた良質で次の

世代に資産として継承できるような住宅ストックを形成し、既存住宅流

通・リフォーム市場の活性化を図る。これらを通じて、豊かな住生活の

実現と経済の活性化を目指す。 

現行制度の概要 

既存住宅の耐震リフォーム等を行う場合、固定資産税額を 1/2減額等

するもの。 

要望結果 

適用期限を２年間延長し、令和４年３月 31日までとする。 

＜国土交通省、経済産業省、環境省と共管＞ 
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⑦耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る税額の軽減措

置の延長 [延長]

＜税目＞（地方税）固定資産税

背景・目的 

 南海トラフ地震や首都直下地震等大規模な地震が発生し甚大な人的・

物的被害が生じるおそれがあるなど、既存建築物の耐震化は喫緊の課題

である一方、耐震改修には多額の費用負担を要するところ、予算措置に

加え、耐震改修を早期に実施するインセンティブを与えることが必要で

ある。 

現行制度の概要 

 耐震診断義務付け対象建築物で耐震診断結果が報告されたもののう

ち、政府の補助を受けて耐震改修工事を完了したものについて、工事完

了の翌年度から２年間、税額を 1/2 減額（改修工事費の 2.5％を限度）

する。 

要望結果 

適用期限を３年間延長し、令和５年３月 31日までとする。 

＜国土交通省と共管＞ 
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⑧津波対策に資する港湾施設等に係る課税標準の特例措置の延長

[延長]

＜税目＞（地方税）固定資産税

背景・目的 

 臨海部に存する港湾においては、行政のみならず民間企業が所有・管

理する港湾施設等も多数存在するところ。これらの施設の津波対策は、

単に当該企業における防災機能の向上のみならず、地域全体における防

災力の向上にも寄与するが、非収益投資のため整備が進みにくく、これ

を促進するためには民間企業が実施する津波対策に対する税制上の優

遇措置を講じる必要性がある。 

現行制度の概要 

 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき、臨港

地区において民間企業が取得・改良した港湾施設等（護岸、防潮堤、胸

壁、津波避難施設）について、取得後４年間、取得価格に次の割合を乗

じて得た額を課税標準とする。 

（イ）大臣配分又は知事配分資産： 1/2

（ロ）その他の資産： 1/2 を参酌して 1/3以上 2/3以下の範囲

内において市町村の条例で定める割合

要望結果 

適用期限を４年間延長し、令和６年３月 31日までとする。 

＜国土交通省と共管＞ 
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令和２年度における

内閣府防災部門の体制強化 



内閣府防災の体制強化について 

令和元年１２月 

令和２年度より、以下のとおり、内閣府防災の体制を強化 

○ 現在の８参事官から１０参事官に課長級ポストを増強

企業の事業継続や被災者生活再建のための体制を強化 

○ １１名の新規増員（令和２年度定員：１０４人）

避難所、被災住宅、激甚災害等の対応を拡充 
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内閣府 

郵便番号 １００－８９１４

東京都千代田区永田町１－６－１

中央合同庁舎第８号館３階

内閣府政策統括官（防災担当） 
電話 （０３）５２５３－２１１１（大代表）

ＵＲＬ http://www.bousai.go.jp 
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